
１．

道路運送法第１条 回答 （ × ）

２．

道路運送法第３条、道路運送法施行規則第３条の２ 回答 （ ○ ）

３．

道路運送法第４条 回答 （ × ）

４．

道路運送法第７条 回答 （ × ）

５．

道路運送法第９条の２ 回答 （ × ）

６．

道路運送法第１１条 回答 （ ○ ）

７．

道路運送法第２１条 回答 （ ○ ）

８．

道路運送法第２２条の２ 回答 （ ○ ）

９．

道路運送法第２５条 回答 （ ○ ）

１０．

道路運送法第２９条 回答 （ × ）

【事業者名：　　　　　　　　　　　役職：　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　】

また、（　　）内にあてはまる語句を、下のＡ，Ｂ，Ｃから選んで回答欄に記号で記
入して下さい。

一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請に係る法令試験問題

下記の問題は一般旅客自動車運送事業に関する記述です。
正しいものには○、誤っているものには×を回答欄に記入して下さい。

道路運送法は、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることを目的と
しており、利用者の利益の保護・増進は目的としていない。

道路運送法の一般貸切旅客自動車運送事業は、一個の契約により乗車定員１１人
以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業である。

旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、都道府県知事の登録を受けなけれ
ばならない。

１年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなった日から５年を経過していない者であっても、貸切バス事業に限
り許可を受けることができる。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、旅客の運賃及び料金を定めたときは、遅滞な
く国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更するときも同様とする。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送約款を変更しようとするときは国土交通
大臣の認可を受けなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、災害の場合その他緊急を要するとき及び一般
乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のた
めに国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うときに限り、乗合
旅客の運送をすることができる。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、安全管理規程を変更しようとするときは国土
交通大臣に届け出なければならない。

一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件
を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、
当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。

貸切バスが車両火災を引き起こした場合、旅客に被害がなければ事故報告は必要
ない。



１１．

道路運送法第３１条 回答 （ ○ ）

１２．

道路運送法第３３条 回答 （ × ）

１３．

道路運送法第３８条 回答 （ × ）

１４．

道路運送法第９４条 回答 （ ○ ）

１５．

道路運送法第９５条 回答 （ ○ ）

１６．

旅客自動車運送事業運輸規則第２条 回答 （ × ）

１７．

旅客自動車運送事業運輸規則第１８条 回答 （ ○ ）

１８．

旅客自動車運送事業運輸規則第２０条 回答 （ ○ ）

１９．

旅客自動車運送事業運輸規則第２４条 回答 （ × ）

２０．

旅客自動車運送事業運輸規則第２６条の２ 回答 （ × ）

道路運送法関係法令では、旅客自動車運送事業者は旅客に対して公平かつ懇切な
取扱いをしなければならないと規定されているが、旅客以外の公衆に対する取扱
いは定められていない。

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車に
乗車している旅客のために、旅客の運送を継続すること、旅客を出発地まで送還
すること等、適切な処置をしなければならない。

旅客自動車運送事業者は、天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生
ずるおそれがあるときは、事業用自動車の乗務員等に対する必要な指示その他の
安全のための措置を講じなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯び
の有無について確認を行うときは、当該確認にかかる呼気の検査を行っている状
況の写真を撮影して電磁的方法により記録媒体に記録し、６０日間保存しなけれ
ばならない。

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車にかかる事故が発生した場合には、その
記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において一年間保存しなければ
ならない。

国土交通大臣は、必要な限度において道路運送事業者、自家用有償旅客運送者そ
の他自動車を所有し、若しくは使用する者又はこれらの者の組織する団体に、国
土交通省令で定める手続きに従い、事業、自家用有償旅客運送の業務又は自動車
の所有若しくは使用に関し、報告をさせることができる。

貸切バス事業者は事業に使用する自動車の外側に使用者の氏名、名称又は記号を
表示しなければならない。

　国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業者の事業について旅客の利便その他
公共の福祉を阻害している事実があると認めるときは、一般旅客自動車運送事業
者に対し、事業計画を変更することを命ずることができる。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業の貸渡契約を締結すれば、一般貸切旅客
自動車運送事業を他人にその名において経営させることができる。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業を廃止したときは、その日から３０
日以内に届け出なければならない。



２１．

旅客自動車運送事業運輸規則第３６条 回答 （ ○ ）

２２．

旅客自動車運送事業運輸規則第３８条 回答 （ × ）

２３．

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 回答 （ ○ ）

２４．

輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドライン 回答 （ × ）

２５．

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 回答 （ × ）

２６．

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 回答 （ × ）

２７． 新規登録を受けた自動車について使用者の変更があったときは、新使
用者は、その事由があった日から１５日以内に、国土交通大臣の行う
移転登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法第１３条 回答 （ × ）

２８．

道路運送車両法第４８条 回答 （ ○ ）

２９． 大型自動車使用者等は、整備管理者を選任したときは、その日から三
十日以内に、地方運輸局長にその旨を届け出なければならない。これ
を変更したときも同様である。

道路運送車両法第５２条 回答 （ × ）

３０． 自動車（国土交通省令で定める軽自動車及び小型特殊自動車を除
く。）は、道路運送車両法に定めるところにより、国土交通大臣の行
う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなけれ
ば、これを運行の用に供してはならない。

道路運送車両法第５８条 回答 （ ○ ）

輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインは、旅行業者、地
方自治体、学校関係者等の利用者に貸切バス事業者の選定に際して、徹底した価
格比較による選定を促すことを目的としている。

日々雇い入れられる者や二月以内の期間を定めて使用される者は貸切バスの運転
者として選任できない。

事業者は、五十五才以上の運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保す
るために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣の認定
を受けた適性診断を受けさせなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款において、事業者は、天災その他事業
者の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため一時的に運
行中止その他の措置をしたとき、これによって旅客が受けた損害を賠償する責任
は負わないと定められている。

改善基準告示でいう拘束時間とは、労働時間のことをいい、休憩時間は含まれな
い。

一般貸切旅客自動車運送事業に用いる事業用自動車は、３ヶ月毎に定期点検整備
を実施しなければならない。

１日についての拘束時間は、１３時間以内とし、当該拘束時間を延長する場合で
あっても、最大拘束時間は、１６時間とすること。



３１．

Ａ．自己の目的　　Ｂ．自治体等の要請　　Ｃ．他人の需要

道路運送法第２条 回答 （ Ｃ ）

３２．

道路運送法施行規則第４条 回答 （ Ｃ ）

３３．

Ａ．１　　Ｂ．３　Ｃ．５

旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２ 回答 （ Ｂ ）
３４．

Ａ．計算基礎　　Ｂ．適用方法　　Ｃ．見積額

旅客自動車運送事業運輸規則第１０条 回答 （ Ａ ）

３５．

旅客自動車運送事業運輸規則第２５条 回答 （ Ｃ ）

３６．

Ａ．運転者　　Ｂ．車両　　Ｃ．運行

旅客自動車運送事業運輸規則第２８条の２ 回答 （ Ｃ ）

３７．

Ａ．常時　　Ｂ．必要に応じ　　Ｃ．需要の繁閑に応じ

旅客自動車運送事業運輸規則第３５条 回答 （ Ａ ）

３８．

Ａ．接遇　　Ｂ．運転技術　　Ｃ．服務

旅客自動車運送事業運輸規則第４１条 回答 （ Ｃ ）

３９．

Ａ．１　　Ｂ．２　　Ｃ．５

自動車事故報告規則 回答 （ Ａ ）

４０．

Ａ．８　　Ｂ．９　　Ｃ．１０
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 回答 （ Ｂ ）

Ａ．旅客の氏名　Ｂ．旅客の数　Ｃ．旅客が乗車した区間

旅客自動車運送事業者は、乗務員等が事業用自動車の運行の安全の確保のために
遵守すべき事項及び乗務員等の（　　　）についての規律を定めなければならな
い。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、（　　　）ごとに運行指示書を作成しなけれ
ばならない。

旅客自動車運送事業者は、事業計画の遂行に十分な数の事業用自動車の運転者を
（　　）選任しておかなければならない。

「旅客自動車運送事業」とは、（　　　）に応じ、有償で、自動車を使用して旅
客を運送する事業をいう。

貸切バス事業者の事業計画は、営業区域、主たる事務所及び営業所の名称及び位
置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数、（　　　）の位置及び収容能力で
ある。

バス運転者の運転時間は、２日（始業時刻から起算して４８時間をいう。）を平
均し１日当たり（　　）時間が限度である。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送引受書の写しを運送終了の日から（
）年間保存しなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は料
金の（　　　）を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、乗車券を
発行したときは、この限りでない。

一般貸切旅客自動車運送事業者は、運転者等が事業用自動車の運行の業務に従事
したときは、運転者名、乗務の開始及び終了の地点及び日時等のほか、（
）を運転者等ごとに記録させなければならない。

一般貸切旅客自動車運送事業者が使用する自動車が（　　　）人以上の死者を生
じる事故を引き起こした場合は、２４時間以内においてできる限り速やかにその
事故の概要を運輸支局長等に速報しなければならない。

Ａ．休憩睡眠施設　　Ｂ．自動車点検施設　　Ｃ．自動車車庫


